
本人確認書類一覧 

１点の提示により確認できるのは、次のとおりです。 

１点の 

提示 

○個人番号カード ○運転免許証 ○運転経歴証明書 ○旅券 

○身体障害者手帳 ○精神障害者保健福祉手帳 ○療育手帳 

○在留カード ○特別永住者証明 

○船員手帳 ○戦傷病者手帳 ○官公署の職員証・身分証  

○国家資格者証・許可証 （海技免状、電気工事士免状、無線従事者免許証、動力車操縦者運

転免許証、運航管理者技能検定合格証明書、猟銃・空気銃所持許可証、特殊電気工事資格者認定証、認

定電気工事従事者認定証、航空従事者技能証明書、宅地建物取引士証、教習資格認定証、警備業法第２

３条第４項に規定する合格証明書等）  

○住民基本台帳カード（写真付） 

次に掲げる書類の場合は、複数の書類をご提示ください。 

【イ】 

○国民健康保険被保険者証 ○私立学校教職員共済制度加入者証 

○健康保険被保険者証 ○国民年金手帳  

○船員保険被保険者証 ○児童扶養手当証書 

○後期高齢者医療保険被保険者証 ○特別児童扶養手当証書 

○介護保険被保険者証 ○健康保険日雇特例被保険者手帳 

○国家公務員共済組合組合員証 ○地方公務員共済組合組合員証 

○高齢受給者証 ○雇用保険被保険者手帳  

○健康保険被保険者受給資格者票 ○福祉サービス受給者証  

○国民年金証書 ○厚生年金証書 ○共済年金証書  

○国民年金基金の年金証書 ○厚生年金基金の年金証書  

○住民基本台帳カード（写真無）  

○独立行政法人、特殊法人、地方独立行政法人、国公立大学法人又は公社等

の職員証・身分証  

○健康保険組合、国民健康保険組合等が発行する健康保険被保険者証  

○実印による押印＋印鑑登録証明書 ○介護支援専門員証 

【ロ】 

○国保・年金保険料賦課通知書 ○保育所入所承諾通知書  

○納入通知書（介護保険料額決定通知書）兼特別徴収開始通知書 

○保育実施解除通知書 ○課税通知書 ○弁護士・司法書士登録証  

○生活保護開始(廃止、変更)決定通知書 ○生活保護受給証明書  

○私立学校の学生証・生徒証・職員証 ○社員証・従業員証（民間会社等） 

【ハ】 

○不動産賃貸借契約書 ○預貯金通帳 ○キャッシュカード 

○母子健康手帳 ○クレジットカード ○シルバーパス  

○定期券（記名式のもの） ○会員証 ○診察券 ○ＴＡＳＰＯ  

○公金・公共料金領収書（３ヶ月以内）  

○消印のある本人宛郵便物（３ヶ月以内） 

○戸籍附票の写し ○戸籍記録事項証明書（戸籍謄抄本）等 

① イ×２種類 

② イ×１種類＋ロ×１種類 

③ イまたはロ×１種類＋ハ×２種類（口頭で本人確認を併せておこないます） 

④ ハ×２種類の場合は、口頭で本人確認を行います 

 口頭での本人確認とは、通常本人しか知りえない事項について伺うものです。 


